
弁理士法施行規則の一部を改正する省令について 

平 成 ２ ０ 年 ９ 月 

特許庁秘書課弁理士室 

１．改正の必要性 

  弁理士法の一部を改正する法律（平成１９年法律第９１号。以下「改正法」という。）

の一部及び弁理士法施行令の一部を改正する政令（平成２０年政令第２４６号。以下「改

正令」という。）の施行に伴い、並びに改正法を受けて行われた工業所有権審議会試験制

度部会試験制度検討小委員会における検討に基づいて、弁理士法施行規則（平成１２年

通商産業省令第４１１号。以下「規則」という。）の一部改正を行う必要がある。 

 

２．改正の概要 

（１）弁理士試験科目について（規則第６条） 

①工業所有権審議会試験制度部会試験制度検討小委員会での議論に基づき、弁理士法

施行規則の一部を改正する省令（平成２０年経済産業省令第１４号）により弁理士

試験の論文式試験における選択科目の表が改正されたところである（別紙参照）。こ

れにより、現在の「共通問題」と「選択問題」の２階層を合わせて１階層化し、受

験者はその中から１つの問題を選択し解答することとなった。この改正にあわせ、

現在「選択問題」に関する分野において論文を作成して学位を取得した者に対して

認められる選択科目試験の免除を、より範囲の広い「科目」に関する分野において

論文を作成して学位を取得した者に対して認めることとする。 

②論文式試験の選択科目試験の免除を、大学院修了者等に加え専門職大学院の修了者

に対しても一定の要件のもとに拡大する。これは、大学院修了者と同様に専門職大

学院の修了者にも論文を求めるものである。具体的には、専門職大学院が修了要件

として定める一定の単位を修得することのほかに、別途、専門職大学院が修了要件

として定める論文の審査に合格することを要件とする。 

 

（２）弁理士登録前の実務修習について（規則第２１条の２～第２１条の２４） 

改正法により、弁理士登録前の実務修習制度が導入されたことに伴い、実務修習を

実施する上で必要な事項について規定する。 

具体的には、実務修習の内容、方法、修得すべき単位数（表１参照）、実務経験等が

ある者に対する一部免除（表２参照）及び受講手続等について規定する。 

【表１】実務修習の課程及び単位数（第２１条の２、第２１条の３関係）（１単位＝３０分） 

課 程 単位数 

一 弁理士法及び弁理士の職業倫理 １６単位 

二 特許及び実用新案に関する理論及び実務 ５７単位 

  



三 意匠に関する理論及び実務 ２４単位 

四 商標に関する理論及び実務 ３０単位 

五 工業所有権に関する条約その他の弁理士の業務に関する理論及び実務 １７単位 

 

【表２】実務修習の一部免除（第２１条の４関係） 

一部免除の対象者 一部免除の内容（専ら従事した事務等の

内容に応じた課程の免除） 

一 所属する法人の工業所有権出願書類の作成事務

に専ら３年以上従事した者 

表１の二～四のいずれか１つの課程 

二 工業所有権出願書類作成の補助業務に専ら５年

以上従事した者 

同 上 

三 審判・審査の事務に５年以上従事した者 同 上 

四 弁護士となる資格を有する者 表１の二～五のすべての課程 

五 審判官・審査官として審判・審査の事務に７年以

上従事した者 

表１の二～四のいずれか１つの課程 

 

また、実務修習事務は大臣が指定する者に行わせることができることから、指定に

係る手続、指定修習機関が実務修習事務を行うことに伴う各種手続について規定する

とともに、改正令の施行に伴い、実務修習事務に係る手数料の認可に係る算出方法に

ついて規定する。 

 

（３）その他 

改正令の施行により、弁理士法施行令（平成１２年政令第３８４号）第２条の次に

２条を追加することに伴い、同令第３条以下が２条ずつ繰り下がることによる条ずれ

等の所要の整備を行う。 

 

（４）経過措置について（附則第２条） 

論文式試験における選択科目が変更されたことに伴い、旧科目において免除された

修士又は博士の学位を有する者が、どの新科目を免除されることになるかを規定する。 

 

３．施行期日 

本省令の施行期日は改正法の一部施行の日（平成２０年１０月１日）とする。ただし、

弁理士試験科目に関する改正（規則第６条及び附則第２条）については、平成２１年１

月１日とする。 

  



別紙 

 

選択科目の改正

改正後の選択科目 改正前の選択科目

科　　目 選択問題 科　　目 共通問題 選択問題

基礎材料力学 建築構造

流体力学 土質工学

熱力学 環境工学

制御工学

基礎構造力学 流体力学

建築構造 熱力学

土質工学 制御工学

環境工学 計測工学

光学

基礎物理学 電子デバイス工学

計測工学 電磁気学

光学 回路理論

電子デバイス工学 エネルギー工学

電磁気学 通信工学

回路理論 情報工学

エネルギー工学 計算機工学

化学一般 有機化学

有機化学 無機化学

無機化学 材料工学

材料工学 薬学

薬学 環境化学

環境化学 生物化学

生命工学

生物学一般 資源生物学

生物化学

生命工学 民事訴訟法

資源生物学 著作権法

不競法・独禁法

情報理論 行政法

情報工学 国際私法

通信工学

計算機工学

民法

民事訴訟法

著作権法

不競法・独禁法

行政法

国際私法

５．理工Ⅴ（情報）

６．法律（弁理士の業務に関する法律）

１．理工Ⅰ（工学）

２．理工Ⅱ（数学・物理）

３．理工Ⅲ（化学）

４．理工Ⅳ（生物）

６．バイオテクノロジー

７．弁理士の業務に関する法律

化学

生物学

民法

１．地球工学

２．機械工学

３．物理工学

４．情報通信工学

５．応用化学

基礎構造力学

基礎材料力学

物理学

情報理論

 
 

 

 

 

  


